
○畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則(令和４年京都府規則第 35号) 

 

（知事が必要と認める図書） 

第１条 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則（令和３年農林水産省・

国土交通省令第６号。以下「省令」という。）第 64 条第１項に規定する知事が必要

と認める図書は、次に掲げる図書（当該畜舎が特例畜舎等である場合は、第１号に掲

げる図書を除く。）とする。 

(1) 当該畜舎等に係る畜舎建築利用計画が畜舎等の建築等及び利用の特例に関する

法律（令和３年法律第 34 号。以下「法」という。）第３条第３項第４号に適合す

るものであることについて次条に規定する指定確認検査機関による同条の審査（ウ

において「適合性審査」という。）を受けたときは、次に掲げる図書 

ア 当該指定確認検査機関が交付した法第３条第３項第４号の適合性に関する事

実を証する書面 

イ 省令別表第１の各項に掲げる図書 

ウ 当該畜舎建築利用計画の法第３条第１項又は第４条第１項の認定について消

防法（昭和 23 年法律第 186 号）第７条第１項の規定による消防長又は消防署長

の同意を得る必要があるときは、アの書面の写し及び当該適合性審査を受けた設

計図書の写し 

(2) 当該畜舎等の建築等に関する設計又は工事監理を行う建築士に係る一級建築士

免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証の写し又は当該建築士がこれ

の免許を受けていることを証する書面（当該建築士が建築士法（昭和 25 年法律第

202 号）第 23 条第１項の登録を受けた建築士事務所に属する場合は、その登録の

事実を証する書面を含む。）。ただし、法第３条第１項又は第４条第１項の認定の

申請の際に、当該工事監理を行う建築士が定まっていない旨の申出があった場合は、

当該建築士に係る部分を除く。 

２ 前項第２号ただし書の規定の適用を受けて提出しなかった同号に規定する図書に

ついては、当該工事監理を行う建築士が定まったときは、速やかに、知事に提出しな

ければならない。 

 

（畜舎建築利用計画の認定に係る審査を行う者） 

第２条 知事の行う法第３条第１項又は第４条第１項の規定による認定について省令

第 67 条の規定による審査を行う者は、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 77

条の 21に規定する指定確認検査機関とする。 

 

 

（接道の認定の申請） 



第３条 省令第 48 条第２項の規定による認定を申請しようとする者は、別記第１号様

式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、知事に提出し

なければならない。 

(1) 別表に掲げる図書 

(2) その他知事が必要と認める図書 

 

（申請の取下げ） 

第４条 法第３条第１項、第４条第１項若しくは第６条第２項ただし書又は省令第 48

条第２項の認定を申請した者は、当該申請を取り下げようとするときは、別記第２号

様式による届出書を知事に提出しなければならない。 

 

（利用状況の報告） 

第５条 省令第 91条に規定する知事の定める日は、次のとおりとする。 

(1) 最初の報告に係る日 当該畜舎建築利用計画に係る法第３条第１項の認定の日

から起算して５年を経過する日の属する年度の８月末日 

(2) ２回目以降の報告に係る日 当該畜舎建築利用計画に係る省令第 91 条の規定

による直近の報告の日（当該報告がその報告の日の属する年度の８月末日までに行

われなかった場合は、その日）の翌日から起算して５年を経過する日 

 

（建築等又は利用の取りやめ） 

第６条 認定計画実施者は、認定畜舎建築利用計画に基づく畜舎等の建築等又は利用を

取りやめるときは、別記第３号様式による届出書を知事に提出しなければならない。 

 

（公表の方法） 

第７条 法第３条第６項（法第４条第３項において準用する場合を含む。）及び第 16条

第３項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法を用いて行う

ものとする。 

 

（身分証明書） 

第８条 法第 14 条第４項に規定する身分を示す証明書の様式は、知事の所管する法令

の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する

規則(令和４年京都府規則第 20号)の定めるところによる。 

 

  附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



別表 

別表（第３条関係） 

図書の種類 明示する事項 

１ 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

２ 配置図 縮尺及び方位 

 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並び

に申請に係る建築物と他の建築物との別 

 土地の高低及び申請に係る建築物の各部分の高さ 

 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 

３ 各階平面図 縮尺及び方位 

 間取、各室の用途及び床面積 

 壁及び開口部の位置 

 工場又は作業場の用途に供する建築物にあっては、機械

の種類及び位置 

４ ２面以上の立面図 縮尺 

 開口部の位置 

 延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造 

５ ２面以上の断面図 縮尺 

 地盤面 

 各階の床及び天井の高さ、軒及びひさしの出並びに建築

物の各部分の高さ 

 

  



別記 

第１号様式（第３条関係） 

認定申請書 

年  月  日  

 

京都府知事         様 

 
申請者の住所 
(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 
申請者の氏名 
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 
申請者の連絡先  

 

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第48条第２項の規定による認定を申請します。 

この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 

 

 

記 

 

１ 申請者の概要 

 氏名又は名称及び 

法人にあっては、 

その代表者の氏名 

 

 住所又は主たる 

事務所の所在地 

 

 
連 絡 先 

電 話： 

E-mail： 

２ 設計者の概要 

 資    格 □一級 □二級 □木造建築士 （   ）登録第    号 

 氏    名  

 建築士事務所名 （      ）建築士事務所 （   ）知事登録第  号 

 所  在  地  

 
連  絡  先 

電 話： 

E-mail： 

３ 畜舎等及び畜舎等の敷地に関する事項 

 工 事 施 工 地 

又 は 所 在 地 

 

 区 域 、 地 域 、 

地 区 又 は 街 区 

 

 
道   路 

幅員：                      ｍ 

敷地と接している部分の長さ：           ｍ 



 

敷 地 面 積 

敷地面積：      ㎡ 

省令第45条に規定する畜舎等の建蔽率： 

敷地に建築可能な建築面積を敷地面積で除して得た数値： 

 畜 舎 等 の 種 類 □飼養施設  □搾乳施設  □集乳施設  □堆肥舎 

 工 事 種 類 □新築  □増築  □改築  □柱を撤去する行為  □模様替 

 

建 築 面 積 

建築面積：(申請部分      ㎡） 

(申請以外の部分   ㎡)(合計   ㎡) 

建 蔽 率： 

  
床  面  積 

(申請部分       ㎡) 

(申請以外の部分    ㎡)(合計   ㎡) 

 申 請 に 係 る 

畜 舎 等 の 数 

 

 工 事 着 手 

予 定 年 月 日 

 

 工 事 完 了 

予 定 年 月 日 

 

 備   考  

４ 畜舎等別の構造及び設備の概要 

 番   号  

 工 事 種 類 □新築 □増築 □改築 □柱を撤去する行為 □模様替 

 
構   造 

    造    一部    造 

□Ａ構造畜舎等  □Ｂ構造畜舎等 

 高   さ        ｍ 

 備   考  

 

  



第２号様式（第４条関係） 

取下届出書 

年  月  日  

 

京都府知事       様 

 
申請者の住所 
(法人にあっては、主たる事務所の所在地)  
申請者の氏名 
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 
申請者の連絡先  

 

 

 下記の申請を取り下げます。 

 

 

 

記 

 

１ 申請の種類  

□法第３条第１項の認定  

□法第４条第１項の変更の認定 

□法第６条第２項ただし書の規定による認定 

□省令第48条第２項の規定による認定 

 

２ 申請年月日 

   年  月  日 

 

 

３ 取下げの理由 

 

 

 

４ 備  考 

  



第３号様式（第６条関係） 

取りやめ届出書 

年  月  日  

 

京都府知事       様 

申請者の住所 
(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 
申請者の氏名 
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 
申請者の連絡先  

 

 

 認定畜舎建築利用計画に基づく畜舎等について建築等又は利用を取りやめます。 

 

 

 

記 

 

１ 畜舎建築利用計画の認定番号及び認定年月日 

 (１) 認定番号 

 (２) 認定年月日    年   月   日 

 

２ 取りやめる年月日 

   年   月   日 

 

 

３ 取りやめの理由 

 

 

 

４ 備  考 

 


